
訪問看護における重要事項説明書 

１．事業の概要 

（１）事業者の概要 

事業所名 株式会社日立製作所 訪問看護ステーションたがひたち 

所在地 茨城県日立市城南町二丁目１番１号 

指定番号 ０８６０２９００５５ 

連絡先 TEL ０２９４－２３－７９５１ FAX ０２９４－２３－７９５４ 

営業日・営業時間 
月曜日～金曜日（土日祝祭日・年末年始・夏季等特別休日を除く） 

８：１５～１６：３０ 

サービス提供地域 日立市・高萩市内（それ以外 要相談） 

 

（２）職員体制 

管理者 １名 

看護師 ２．５名以上 

理学療法士／作業療法士／言語聴覚士 １名以上 

事務員 １名 

 

２．事業の目的 

 自宅で療養する療養者とその家族を対象とし、主治医の指示の下に、看護サービスを提供す

ることを目的とします。 

３．運営方針 

（１）訪問看護ステーションの看護職員は、要介護者または要支援者の心身の特性を踏まえ

て、利用者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むこ

とができるよう支援します。 

（２）事業の実施に当たり関係市区町村、地域の保健・医療・福祉サービスとの綿密な連携を

図り、総合的なサービスの提供に努めます。 

４．提供する訪問看護サービス 

（１）自宅療養が安心して送れるよう、看護師が定期的に訪問します。主治医の訪問看護指示

書に基づき、必要な処置、療養の援助や指導等利用者及びその家族と相談し訪問看護計画を作

成し、同意を得ます。 

 



（２）必要に応じて理学療法士等リハビリ専門の担当者が訪問しリハビリを行うこともできま

す。 

（３）主な訪問看護の内容 別紙参照（＜訪問看護ステーションたがひたち＞） 

５．訪問看護の利用料 

 訪問看護を提供した場合、利用者から次の利用料を徴収します。 

（１）介護保険における利用料（別紙１） 

① 利用料の額は厚生労働大臣が定める基準によるものとします。当該指定訪問看護事業

所が法定代理受領サービスである時はその１割となります。 

② 限度額を越えてのサービスの利用料金は、全額自己負担となります。 

（２）医療保険における利用料（別紙２） 

 健康保険、老人保健等医療保険による利用の場合には、該当する保険の負担割合となり

ます。公費負担医療制度も利用できます。 

（３）交通費 

 訪問１回ごとに、事業所からご利用者宅までの片道距離（切り上げ）に応じて、次のと

おり徴収します。（２０２６年６月１日より改定） 

 

距離 料金 

５km まで １２０円／km 

１０km まで ７００円 

１５km まで ９００円 

１５km 超 １,１００円 

月額上限 ３,２００円 

 

※ステーションからご自宅までの交通費は自費です。 

※交通費は訪問１回ごとにご請求いたします。 

※訪問距離は事業所からご利用者宅までの片道距離（切り上げ）で計算します。 

（４）訪問看護ベースアップ評価料Ⅰ 

 医療保険による訪問看護をご利用の方で、訪問看護管理療養費を算定する利用者１人に

つき、月１回に限り、訪問看護ベースアップ評価料Ⅰを算定します。金額は厚生労働大臣

が定める基準（令和８年度診療報酬改定）によります。本評価料は、訪問看護に従事する

職員の賃金改善（処遇改善）を目的とする加算であり、２０２４年度（令和６年度）診療

報酬改定で新設されました。 

 



（５）その他の料金 

 衛生材料等は自己負担となります。 

 利用者の希望により次のサービスを提供した場合は、保険外負担として次の額を徴収し

ます。 

 ・９０分を超える訪問看護：３０分毎 ２,０００円 

 ・休日（早朝夜間１８時～翌朝８時を除く）：１回 ２,０００円 

 ・死後のケア： ２０,０００円 

（６）支払方法 

 毎月、利用翌月もしくは翌々月の２７日（金融機関休日の場合は翌営業日）に、ご指定

の口座より自動引き落としをさせていただきます。 

６．サービス提供を行う訪問看護職員と体制 

（１）担当する職員 

 サービス提供時に担当の訪問看護職員を決定します。ただし、サービスの提供にあたっ

ては、複数の訪問看護職員が交代してサービスを提供します。 

（２）担当職員の変更 

 担当職員の変更を希望する場合には、業務上不適当と認められる事情その他交代を希望

する理由を明らかにして、交代を申し出ることができます。また、当該事業者の都合によ

り、担当職員を交代することがあります。交代する場合にはサービス利用上の不都合が生

じないよう十分に配慮し、事前に利用者の了解を得ます。 

（３）サービス提供の体制 

 ２４時間連絡対応の体制をとり、症状の変化に対応します。 

 法令に基づいた、サービス提供体制強化の体制を整備しています。 

７．第三者による評価の実施状況 

第三者による 

評価の実施状況 

１ あり 

実施日  

評価機関名称  

結果の開示 １ あり   ２ なし 

  ２ なし 

 

 

 

 

 

 



８．サービスに関する苦情等相談窓口 

 サービスについての希望、相談及び苦情等については、ご気軽にご相談ください。管理者が

責任をもって対応します。 

苦情受付担当責任者  管理者 豊田 直樹 

受付時間       営業日の ８：１５～１６：３０ 

電話番号       ０２９４－２３－７９５１ 

９．秘密保持 

 訪問看護職員及び訪問看護ステーションに従事する者は正当な理由がないかぎり、サービス

によって知り得た利用者、家族等の秘密を他に漏らしません。 

 また、訪問看護職員が退職後、在職中に知り得た秘密等を他に漏らすことがないよう、必要

な処置をいたします。 

 その他、サービス担当者会議等において、利用者及び家族の個人情報を用いる場合は予め文

書で同意を得ます。 

１０．ハラスメント防止のための取組 

 当事業所は、職員及び利用者・ご家族が、安心して働き、安心してサービスを受けられる職

場づくりに取り組むため、職場におけるハラスメント（パワーハラスメント・セクシュアルハ

ラスメント・妊娠・出産・育児休業・介護休業等に関するハラスメント・カスタマーハラスメ

ント等）の防止のために次の措置を講じます。 

（１）ハラスメント防止に関する方針を明確にし、全職員に周知・啓発します。 

（２）ハラスメント防止責任者を選任し、相談窓口を事業所内に設置します。相談者及び

行為者のプライバシーを保護し、相談を理由とする不利益な取り扱いは行いません。 

（３）職員に対するハラスメント防止研修を年１回以上実施します。 

（４）ハラスメントの発生防止・早期発見及び再発防止のため、定期的に委員会を開催し

ます。 

（５）利用者又はそのご家族からの著しい迷惑行為（カスタマーハラスメント）への対応

方針を定め、職員の人格及び安全を守るための措置を講じます。 

 

ハラスメント防止責任者  管理者 豊田 直樹 

相談窓口         ０２９４－２３－７９５１ 

 

 

 



１１．事故および緊急時の対応 

 訪問看護職員は、訪問看護を実施中に利用者の病状に急変、その他緊急事態が生じた時は、

主治医、救急隊、家族等及び担当の介護支援専門員へ連絡し速やかに適切な対応をします。 

 下記に自宅以外の緊急連絡用連絡先をお知らせください。 

 

連絡順位 氏名 住所 電話番号 備考 

第一 

 
    

第二 

 
    

 

 サービスの提供開始にあたり、利用者に対し本書面に基づいて重要事項を説明しました。 

 

    年  月  日 

  事業者 所在地 茨城県日立市城南町二丁目１番１号 

      事業者名 株式会社日立製作所 

      事業所名 訪問看護ステーションたがひたち 

      管理者  豊田 直樹 

 

説明者            

 

 本書面に基づき、事業者から重要事項の説明を受けました。 

 

  サービス利用者 住所 

 

氏名           印 

 

  代理人     住所 

   

利用者との関係（     ） 

 

氏名           印 


